
・処方箋料
・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）（Ⅱ）
・物価対応料（新）
・機能強化加算
・時間外対応体制加算
・特定機能病院等紹介患者受入加算（新）
・連携強化診療情報提供料
・健康診断等の受診後における

初再診料等の算定方法の明確化
・生活習慣病管理料、特定疾患管理料
・電子的診療情報連携体制整備加算（新）

医療DX推進体制整備加算（廃止）、医療情報所得加算（廃止）

・オンライン診療（情報通信機器を用いて行った場合）



福岡県医師会HP https://www.fukuoka.med.or.jp/var/rev0/0061/8511/12641513613.pdf



福岡県医師会HP https://www.fukuoka.med.or.jp/var/rev0/0061/8511/12641513613.pdf



投薬についての当院からのお知らせ

当院では、患者さんの状態に応じ、
・２８日以上の長期処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること

のいずれも対応も可能です。

※ なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは、
患者さんの病状に応じて、担当医が判断いたします。

○○医院

【参考】保険医療機関及び保険医療養担当規則（厚生労働省令）
第20条第２号 投薬
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合にお
いて、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及
び外用薬ごとに１回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

日本医師会メンバーズルーム 診療報酬改定に関する情報 令和6年改定
https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/r06kaitei/index.html



令和８年度は
６月１日までに届ける

様式100様式95



https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/base-up_008.html 下の方

様式95

令和８年度は
６月１日までに
届ける

九州厚生局HP
特掲診療料の届出一覧
（令和8年度）

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/base-up_008.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/base-up_008.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/base-up_008.html


注５ 
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、継続し
て賃上げに係る取組を実施した保険医 療機関については、１、
２並びに３のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ23 点、６
点、107点及び26点を算定する。

1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準

(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。

(2)当該保険医療機関に勤務する職員(40歳以上の医師及び歯科医師並
びに業務委託により勤務する者を除く。以下、この区分において「対象職員
」という。)がいること。

(3)当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給又は決まって毎
月支払われる手当（以下、「基本給等」という。）の引上げ（以下「ベア等」と
いう。）及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を
含む。)等の増加分に用いること。なお、恒常的に夜間を含む交替制勤務を
とっている職場の職員に支払われる夜勤手当については、決まって毎月支
払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。
ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により

当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア
等を行うことが困難な場合に限り、賞与等の手当など、ベア等以外の方法
による賃金改善を行うことが認められる。（以下 略）



様式98

令和８年度は
６月１日までに
届ける

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/base-up_008.html 下の方

九州厚生局HP
特掲診療料の届出一覧
（令和8年度）

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/base-up_008.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/base-up_008.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/base-up_008.html


九州厚生局HP https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/base-up_008.html

様式100

令和7年度実績報告書
令和8年度中間報告書

8月に報告



https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001695364.pdf





業務継続計画（BCP）の策定
経過措置：来年令和９年５月31日までに



来年令和９年6月1日までにBCP（業務継続計画）作成し届け出る



例
（風邪等で時折受診していた患者さん） 会社検診で癌、大学病院等で治療、定期的なフォローを大学病院から紹介
診察、内服薬の投与、３か月後の大学病院等受診を大学病院等から依頼

初診時 初診料＋特定機能病院等紹介患者受入加算
３か月後大学病院等へ 再診料＋連携強化診療情報提供料（３か月に１回のみ）

初診時
特定機能病院等
紹介患者受入加算





レセプトの傷病名に、胃潰瘍、十二指腸潰瘍があり、特定疾患療養管理料（225点）を算定。
投与薬に、非ステロイド性抗炎症薬（ロキソニン、セレコックス、ボルタレン、ブルフェン、インダシン、
アスピリン、バファリン、ナイキサン等）がある場合はダメ（査定）
（経口薬と坐剤のみ？外用薬？湿布？）





福岡県医師会HP https://www.fukuoka.med.or.jp/var/rev0/0061/8511/12641513613.pdf



（８）電子処方箋
（９）厚労省認証電子カルテ

（標準型電子カルテ）

（１０）電子カルテ情報共有
サービス



様式１の６

令和８年６月１日までに
届ける

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kihon_shinryo_r08.html 上の方

九州厚生局HP
基本診療料の届出一覧
（令和8年度）

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kihon_shinryo_r08.html


情報通信機器を用いた診療
福岡県（R8.4） 届出

587医療機関

（福岡県医科医療機関 約5300）







福岡県医師会HP https://www.fukuoka.med.or.jp/var/rev0/0061/8511/12641513613.pdf



福岡県医師会HP https://www.fukuoka.med.or.jp/var/rev0/0061/8511/12641513613.pdf
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